
様 式 

会   議   録             

会議の名称 本庄市農業振興整備促進審議会 

開 催 日 時 令和８年４月２日（火） 
午前１０時０６分から 

午前１０時３０分まで 

開 催 場 所 本庄市役所 ５階 ５０２会議室 

出 席 者 

原委員、加藤委員、田端委員、細野委員、内田委員、金井委員、 

五十嵐雅樹委員、岩上委員、田島委員、宮部委員、津久井委員、 

立石委員、五十嵐清美委員 

欠 席 者 なし 

議  事 

（次  第） 

 １開  会 

 ２議  事 

第１号議案 正副会長選出 

第２号議案 本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について 

 ３報告 

（１） 意見書について 

（２） 本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について 

（３） 本庄農業振興地域の農業の振興に関する計画の達成状況について 

 ４閉会 

配 付 資 料 

・本庄市農業振興整備促進審議会次第 

・本庄市農業振興整備促進審議会名簿 

・本庄市農業振興整備促進審議会 議案資料 

・本庄市農業振興整備促進審議会 報告 

・意見書 

その他特記事項 
本庄市情報公開条例第７条第４号及び本庄市農業振興整備促進審議会規則

第２条の規定により、第２号議案及び報告（２）については非公開とする。 

主 管 課 農政課 

 
公開 
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会 議 の 経 過 

発 言 者 発言内容・決定事項等 

事務局 

（高群補佐） 

準備が整いましたので、ただいまより、本庄市農業振興整備促進審議会を始め

させていただきます。私は、審議会の進行を務めます、事務局農政課課長補佐の

高群と申します。 

審議に先立ちまして、事務局から４点ご報告をさせていただきます。 

１点目、本日の審議会でございますが、出席の委員数が本庄市農業振興整備

促進審議会条例第５条第２項に規定する過半数に達しておりますので、会議は成

立しております。なお、現在、会長が不在でありますことから、議事第１号議案ま

では、事務局により進行させていただきます。 

２点目、第１号議案の内容につきましては、本庄市農業振興整備促進審議会

規則、以降「審議会規則」と申し上げますが、審議会規則第２条第１項の規定によ

り公開でございます。第２号議案の内容につきましては、同項のただし書きにより

非公開でございます。 

３点目、審議会規則第３条第１項第５号の規定により事前公表した傍聴人は、

ございません。 

４点目、本日の審議会は、委員の皆さまが委嘱を受けまして最初の審議会でご

ざいます。今回から新しく委員になられた方もいらっしゃいますので、お手元に配

布させて頂きました審議会委員名簿順に、原委員から委員皆さまの自己紹介を

お願いしたいと存じます。 

（原委員から五十嵐委員まで自己紹介） 

ありがとうございました。 

続きまして、事務局職員から自己紹介をさせていただきます。 

（事務局自己紹介） 

それでは、これよりの議事の進行は、事務局中西農政課長が務めます。 

事務局 

（中西課長） 

それでは、私のほうで暫時の進行をさせて頂きます。第１号議案 正副会長選

出の上程にあたり、会長が不在のため、総務する臨時議長の指名が必要でござ

います。このため、地方自治法第１０７条「議長の職務を行う者がないときは、年

長の議員が臨時に議長の職務を行う。」との規定を準用し、年長委員に臨時議長

の職務を行って頂くこととなりますが、年長の委員である宮部勝利委員より事前

の調整において辞退したい旨の申出がありましたので、２番目の年長委員である

田島敏包委員を臨時議長に指名します。田島委員におかれましては、恐れ入りま

すが、前の臨時議長席までお越し頂きますようお願いいたします。 

臨時議長 

（田島委員） 

 

（議事録署名人

（臨時議長席へ移動） 

臨時議長の指名を受けました田島敏包です。どうぞよろしくお願いいたします。

はじめに、議事録署名人の指名を行います。 

原由徳委員、加藤栄二委員を議事録署名人に指名します。 
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指名） 

 

これより議事に入ります。第１号議案「正副会長選出」を上程します。はじめに

「会長の選出」を行います。会長の選出については、審議会条例第４条第１項に

基づき委員の互選により行います。自薦、他薦どちらでも結構ですので、発言を

お願いします。発言のある方から、順次発言を求めます。 

宮部委員 前回、会長をやっておられました田島委員を会長に推薦します。 

臨時議長 

（田島委員） 

私を推薦するとの声がありましたが他にございますか。 

（異議なし） 

異議がないようですので、全員賛成ということで私が会長の任につかせていた

だきます。 

事務局 

（中西課長） 

それでは、田島委員に会長をお願いいたします。ここで、審議会会長に就任し

ました田島会長より改めてご挨拶をお願いします。 

田島会長 会長あいさつ（会議録では割愛） 

議長 

（田島会長） 

それでは、次に副会長の選出ですが、私の方から指名でよろしいでしょうか。 

（はい） 

それでは、副会長に五十嵐雅樹委員をお願いしたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

（はい） 

（五十嵐雅樹委員は副会長席へ移動） 

それでは、五十嵐副会長よりご挨拶をお願いいたします。 

五十嵐副会長 副会長あいさつ（会議録では割愛） 

事務局 

（中西課長） 

（挙手）議長。 

議長 

（田島会長） 

はい、事務局。 

事務局 

（中西課長） 

第２号議案の審議前ではございますが、事務局より１点ご報告があります。お

手元の議案資料１ページをお願いいたします。第２号議案につきましては２件の

審議を予定しておりましたが、事案番号２の申出書が取り下げられましたので、本

議案での審議は、事案番号１の１件でございます。 

議長 

（田島会長） 

ただいま、事務局より事案が取下げられたとの発言がございました。皆様、ご

理解いただきたいと思います。 
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（議事上程） それでは、第２号議案「本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更

について」を上程します。事務局の説明を求めます。 

事務局 

（中西課長） 

それでは、第２号議案 本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更

についてご説明いたしますので、議案資料１ページをお願いいたします。 

（事案番号１を配布資料により説明。） 

本庄市情報公開条例第７条第４号及び本庄市農業振興整備促進審議会規則第

２条の規定に該当するため非公開。 

以上でございます。 

議長 

（田島会長） 

第２号議案について、質疑のある委員から、順次発言を求めます。質疑ござい

ますか。 

それでは、質疑がないようですので、採決に入ります。 

第２号議案について、賛成の諸君の挙手を求めます。 

（全員の挙手） 

挙手者総員でございます。よって第２号議案は可決いたしました。 

以上をもって議長の任を退任させていただきます。ご協力ありがとうございまし

た。 

事務局 

（高群補佐） 

ありがとうございました。 

続きまして、次第３報告でございます。事務局鎌田主任よりご説明させていただ

きます。 

事務局 

（鎌田主任） 

始めに、（１）意見書について報告させていただきます。「本庄市農業振興整備

促進審議会 報告」１ページをご覧ください。令和７年１１月１８日に開催した審議

会において決議いたしました意見書につきまして、同年１２月２日、田島会長及び

五十嵐副会長より吉田本庄市長あて、提出いたしました。提出しました意見書に

ついて、別冊資料として配布させて頂きましたので、あらためてご一読をお願いし

たいと存じます。 

 次に、（２）本庄農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更についてご説

明いたします。 

本庄市情報公開条例第７条第４号及び本庄市農業振興整備促進審議会規則第

２条の規定に該当するため非公開。 

次に、本庄農業振興地域の農業の振興に関する計画の達成状況につきまして

ご説明いたしますので、２３ページ「（３）本庄農業振興地域の農業の振興に関す

る計画の達成状況について」をお願いいたします。 

本報告につきましては、審議会の取組の一環として実施しているものであり、

令和７年１月１日から１２月３１日までの前年中に告示された変更事案について、
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その後の達成状況を事務局である農政課で検証し、その結果を報告させていた

だくものです。 

それでは、２４ページから２６ページをお願いいたします。こちらが、令和７年に

計画変更された事案の一覧表で、重要変更である除外が６件、軽微変更が２件と

なっております。 

報告につきましては、事前に資料の内容をご確認いただいていることと存じま

すので、計画が未達成の事案となる、ナンバー２、ナンバー３、ナンバー７及びナ

ンバー８についてご説明いたします。 

（ナンバー２、ナンバー３、ナンバー７及びナンバー８について、配布資料により

説明） 

以上が、令和７年分の計画変更に係る達成状況についてのご報告となります。

一部では、未着工の事案もございますが、計画変更から期間の短いものもござい

ます。令和７年に除外した事案につきましては、計画通り進捗しているという検証

結果としたいと考えております。また、未着工の事案につきましては、今後もその

進捗状況を引き続き注視いたします。 

 以上でございます。 

事務局 

（高群補佐） 

以上で、本日予定しておりました案件は、全て終了いたしました。 

最後に、次第４閉会でございます。五十嵐副会長にお願いいたします。 

五十嵐副会長 
（閉会のことば） 

事務局 

（高群補佐） 

ありがとうございました。この後、事務局が議案資料を回収いたしますの

で、そのまま机の上に置いていっていただきますようお願いいたします。意見

書につきましては、お持ち帰りいただければと存じます。 

 


